
徳
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

心
身
の
故
障
に
よ
り
食
用
の
ふ
ぐ
の
処
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
、
ふ
ぐ
処
理
師
が
改
正
前
の
第
九
条
第
三
号
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
当
該
ふ
ぐ
処
理
師
の
免
許

を
取
り
消
す
処
分
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

初
校

　

徳
島
県
ふ
ぐ
の
処
理
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

 　
　

令
和
元
年
十
月
二
十
一
日
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徳
島
県
条
例
第
十
二
号 




